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       公益財団法人石澤奨学会 奨学金給付規程 

（定時制通信制高等学校生徒、定時制通信制高等学校卒業の大学生・短期大学生用） 

 

（対象者） 

第１条 本規程は、定時制通信制高等学校に在籍する生徒及び定時制通信制高

等学校卒業の大学生又は短期大学生で、公益財団法人石澤奨学会の奨学

生として採用された者を対象とする。 

（奨学金の給付期間及び金額） 

第２条 給付金額は、定時制通信制高等学校生は、月額２５,０００円、大学・

短大生は、月額２５,０００円とする。 

  ２ 給付期間は採用時から学則に決められた最短修業年限とする。 

（奨学金の交付） 

第３条 奨学金は、奨学生本人名義のゆうちょ銀行総合口座に振り込む。 

  ２ 新規採用奨学生については、７月末日までに、４、５、６、７月分を、

９月末日までに、８、９、１０、１１月分を、翌年１月末日までに、 

１２、１、２、３月分を振り込む。 

  ３ 継続奨学生については、５月末日までに、４、５、６、７月分を、 

９月末日までに、８、９、１０、１１月分を、翌年１月末日までに、 

１２、１、２、３月分を振り込む。 

（奨学生継続の条件） 

第４条 次の全ての条件を満たした者は継続奨学生となることができる。 

  (1) 受領葉書を奨学金振込通知書にある指定期限内に返送した者 

 (2) 毎年年度末に提出の在籍学校長からの生活状況報告書で、進級と判定

された者 

 (3) 毎年度末に奨学生自筆による生活レポートを提出した者 

  (4) 奨学金の支出書の提出を求められたとき、履行した者 

（奨学生資格の喪失） 

第５条 在籍校を退学、休学、原級留置、５０日以上欠席（ただし、病気入院

等は別途考慮する）、重大な反社会的な行為のいずれかを行った者は、発

生時点で奨学生の資格を失う。 

  ２ 前条の報告、連絡を怠った場合も同様とする。 

（返済免除） 

第６条 奨学金の返済義務及び付帯義務は一切ない。ただし、この規定第５条

の該当者については、奨学金の全額返済を求める場合がある。 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附 則 

１ この規程は、公益財団法人の設立の登記の日（平成２３年４月１日）か 

ら施行する。 
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２ この規程は、平成２３年１１月２８日から改定施行する。 

３ この規程は、平成３１年３月５日から改定施行する。 

４ この規程は、令和２年４月１日から改定施行する。 

５ この規程は、令和８年４月１日から改定施行する。 


